
○写  

不 当 行 為 審 査 通 知 書 

 

平成３０年１２月１８日 

  

  出水市長 椎 木 伸 一  様 

 

出水市職員倫理委員会 

 

 平成３０年８月２８日付け出総第１２２４号で政策経営部長から報告された

内容について審査を行った結果について、出水市職員倫理条例第１３条第４項の

規定により、下記のとおり通知します。 

記 

不 当 行 為 の 有 無  有   ・   無 

不当行為

有り 

不当行為と認

めた理由 

 別紙のとおり 

不当行為者 

住 所   

氏 名  宮 田 幸 一（出水市議会議員） 

附 帯 意 見  別紙のとおり 

不当行為

無し 

不当行為でな

いと認めた理

由 

 

 

 


